
地籍調査の加速化
 令和２年国土調査法等改正で措置した新たな調査手続について、手引き作成や研修会の開催等により活用促進
 地籍調査の更なる円滑化・迅速化のため、令和６年度に第７次十箇年計画の中間見直しを予定。自治体キャラバン等
で把握した制度の課題や自治体のニーズを踏まえ、具体的な方向性について検討を進める

令和４年度

令和５～６年度

課題・ニーズに対する見直しの
方向性を提示

（令和４年度の取組）
・令和２年に導入した新たな調査手続等について、手引きの作成や研修
会の開催等で活用促進

・地方整備局等と連携した「自治体キャラバン」
・自治体への「アンケート調査」
・その他関係団体や民間事業者等へのヒアリング等

課題・ニーズの収集及び整理
（課題・ニーズの具体例）
・立会い非協力者への対応
・リモートセンシングデータを活用した
調査の対象エリアの拡大

・その他 事務手続きの簡素化や新たな調査手
法に係る先進事例の紹介等に係るニーズ 等

国土審議会（国土調査のあり方に関す
る検討小委員会）における審議

 令和４年度までの結果を踏まえ、第７次十箇年計画（令和2～11年度）の中間年（令和6年度）までに課題・ニーズに応じた計画の
中間見直し

決定した方向性を踏まえて中間見直し

測量
現地調査（所有者の現地立会）

・所有者不明時の調査手続の創設 等

土地所有者の探索
・各種台帳の活用を可能化 完成

現地調査等の
手続の合理化 地籍図簿の案の閲覧

○ 道路等と民地との境界（官民境
界）を先行的に調査 （街区境界
調査の創設）

○ リモートセンシングデータを活用し、
現地での立会や測量作業を効率化

都市部の地籍調査の迅速化 山村部の地籍調査の迅速化

令和２年の国土調査法等の改正

官民境界の先行調査（イメージ）
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